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新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う道の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆医療保険部◆

　今般、新型コロナウイルス核酸検出の保険適用につきまして、北海道保健福祉部より

下記の通知文書が発出されましたので、お知らせいたします。

　つきましては、裏面に記載のとおり、北海道における保険適用の取扱いが示されてお

りますので、ご高覧の上、ご承知置きいただきたくお願い申し上げます。



医療機関用

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う道の取扱いについて

３月６日より保険適用されることとなった標記検査について、道では、次のとお

り取り扱うこととしております。

１ 対象医療機関

○ 感染症指定医療機関

○ 感染症患者の入院を受け入れている医療機関

○ 帰国者・接触者外来を有する医療機関

外来診療体制においては、当面の間、院内感染防止及び検査の精度管理の観点から、帰国

者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等

が認めた医療機関においてＰＣＲ検査を実施すること（３月４日付け厚労省通知）

２ 保険適用に当たっての取扱い

○ 新型コロナウイルス感染症については、行政検査として行っているＰＣＲ検

査でなければ、診断を確定できないことから、道では、上記対象医療機関のう

ち、検査実施の意向のある医療機関と順次、委託契約を結ぶ予定です。

○ 委託契約は、感染者の発生動向も踏まえつつ、①自病院での検査が可能な医

療機関、②民間検査機関への検査依頼が可能な医療機関、の順に段階的な実施

を予定しています。

○ 道立衛生研究所は、行政検査を優先して実施していますので、保険適用医療

機関からの検査機関としての受託は行いません。

○ 上記対象医療機関以外で、保険適用を検討している医療機関は、①帰国者・

接触者外来としての診療、②検査体制の確保（民間検査機関等との契約締結な

ど）をお願いすることとなります。

上記取扱でご不明な点は、最寄りの保健所又は、

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課（011-231-4111 内線38-047）

まで、お問い合わせください。（担当：徳田、佐藤） 38-053


